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て、2020 年 4 月より現職。憲法、ジェンダー法などを専門とし、表

現の自由と社会構造的差別について研究している。共著に『性風俗
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1．研究の概要 

本研究は、社会構造的差別により生じる害悪を根拠に表現規制を正当化することができる

のかを明らかにするものである。 

近年、日本でもヘイトスピーチ規制の必要性が意識されるようになったが、アメリカでは

1980 年代後半から、女性差別によって生じる差別的害悪を根拠に表現規制を正当化する理論

が提唱されている。確かに、差別的害悪を生じる表現を市場に流通させることで差別の再生

産が行われる可能性があるが、他方で、日米の憲法学では「表現の自由」が手厚く保障され

るので、差別的害悪を根拠に表現規制を正当化するためには、「表現の自由」と「平等」とい

う重要な憲法価値の衝突を解消する必要がある。 

そこで、本研究は、従前の報告者の研究を発展させ、「表現の自由」と「平等」という憲法

価値の諧調という観点から、表現の自由の限界を画定し、自由な表現の流通とマイノリティ

の権利救済を両立することを目的として遂行された。 

 

2．研究の動機、目的 

2015 年に地方自治体によるポスターや私企業による広告が女性差別的であるとして市民

からの批判が殺到し、2016年にヘイトスピーチ解消法が成立したように、差別的害悪を生じ

る表現に対する規制の必要性が日本でも意識されるようになった。 

確かに、日本国憲法では「法の下の平等」（14 条）を保障しているので、差別的害悪を根

拠にかかる表現規制を正当化し得るとも思える。しかし、表現の自由絶対主義とも評される

アメリカ憲法学に強い影響を受けてきたわが国の憲法学では、「表現の自由」（21条）は手厚

く保障されるので（奥平康弘『表現の自由Ⅱ』（有斐閣、1984））、ここに「平等」と「表現の



自由」という重要な憲法上の二つの価値の衝突が存在する。 

これに対して、1980 年代後半以降のアメリカでは、ヘイトスピーチ規制をはじめとしたマ

イノリティの権利救済のための表現規制が政府による思想の自由市場への介入であり違憲

無効だとされる一方で、巨大資本による政治献金が「表現」として保護される傾向が生じて

いる（Lee C. Bollinger & Geoffrey R. Stone, THE FREE SPEECH CENTURY（2018））。政府によ

る思想統制は警戒すべきであるが、現実の社会の権力関係を捨象し、現状の思想の自由市場

を中立であるとみなすことで、既存の権力秩序の再生産を生じかねない（菅谷麻衣「低価値

言論と内容規制――両者の『関係』に関する予備的考察」憲法理論研究会編『展開する立憲

主義』（敬文堂、2017））。 

こうした近年の日米の状況を踏まえ、「表現の自由」と「平等」という憲法価値の衝突を解

消することで、表現の自由の限界を画定し、自由な表現の流通とマイノリティの権利救済を

両立する必要があると考えるに至った。 

 

3．研究の結果 

  以上の問題意識を踏まえて、本研究では、以下の具体的課題を明らかにするために遂行さ

れた。 

A.表現の自由と平等の関係 

   B.構造的差別論の法理論への導入 

  C.低価値表現の実質的規制根拠の探求 

 また、上記 3 点の課題に取り組むに際しては、アメリカ憲法学及びアメリカの下級審裁判

例を含めた判例及び学説という素材を用いたが、Covid-１９の世界的流行を理由とした海外

渡航制限の継続によって、アメリカでの現地調査を行うことはできなかった。そのため、当

該現地調査を次年度以降に延期し、代わりに資料の複写・購入等を行うことで研究を遂行し

た。 

 

4．研究者としてのこれからの展望 

本研究によって、ヘイトスピーチ関連法令に法的正当化のための論拠を提供することがで

きるだけでなく、新たに差別的害悪を惹起する表現規制を論じる際の立法ないし解釈上の指

針を示すことができる。さらに、こうした指針を示すことによって、日本社会に流通させるべ

き表現と法的規制の対象とすべき差別表現の区別をめぐる社会的合意を形成することに、本

研究は寄与する。SNSの発達により、個人による情報発信が容易になった現在、表現に対する

人々の関心は高まりつつあるが、このような変化の中で、民間企業も自社の広告等によっても

たらされる日本社会や消費者の反応に敏感になっている。そこで、本研究が寄与する、上記の

社会的合意の形成によって、個人や民間企業等の情報発信者の「炎上」リスクを未然に回避す

ると共に表現の萎縮を防止することが期待される。 

以上のように本研究は、アメリカ憲法学を参照しながらも、国家と国民の間の関係において

のみ役立つのではなく、民間企業、消費者ひいては日本社会に有益な諸効果をもたらす。 

したがって、今後は早期に本研究の成果を活字化し、国内外に向けて広く公表する。 

 

5．支援者（寄付企業等や社会一般）等へのメッセージ 

本研究にご支援をいただきました日本私立学校振興・共済事業団及び支援者の皆様に深く

感謝申し上げます。Covid-19 の世界的流行による海外渡航の制限が続く中で、本研究も当初

の計画通りに遂行できない点もありましたが、2021 年度女性研究者奨励金に採択いただいた

ことが物心両面での大きな支えとなりました。とりわけ、書類審査時に選考委員の方々から

いただいたコメントによって、本研究の意義や発展性を再確認することができ、研究を遂行

する上でのモチベーションとなりました。 

未だ Covid-19 の収束が見通せず、女性研究者・若手研究者にとって、これまで以上に厳し

い状況ではありますが、本奨励金によって、研究を継続することができる研究者も少なくな

かろうと拝察いたします。こうした意義あるご支援により、後進の研究者が益々活躍される

ことを心より願っております。 


